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法改正等に伴う市の対応経過

（１）木津川市空家等対策協議会設置条例の一部改正

・改正内容 法改正に伴う条ずれの他、空家等対策協議会委員の任期について、任期満了後、後任者が委嘱さ

れるまでの取扱いに関する規定を追加

・公 布 日 令和5年9月29日

・施 行 日 条ずれ箇所：令和5年12月13日

委員任期箇所：令和5年9月29日

（２）木津川市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則の一部改正

・改正内容 条ずれの他、報告徴収権や管理不全空家等の指導・勧告などの様式規定

・公 布 日 令和5年12月8日

・施 行 日 令和5年12月13日

（３）木津川市空家等管理活用支援法人の指定手続について

・内 容 法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関しては、支援法人の活用に関す

る市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。

・告 示 日 令和5年12月8日 （同日付け市ホームページで公表）

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」という。）が改正されたこ
とに伴い、対応した経過は、以下のとおり。

２



木津川市空家等対策協議会設置条例の一部改正

３

改正後 改正前

（設置） （設置）

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法
律第１２７号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に
基づき、木津川市空家等対策協議会（以下「協議会」とい
う。）を設置する。

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法
律第１２７号。以下「法」という。）第７条第１項の規定に
基づき、木津川市空家等対策協議会（以下「協議会」とい
う。）を設置する。

（所掌事項） （所掌事項）

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

（１） 法第７条第１項に規定する空家等対策計画（以下
「計画」という。）の作成及び変更に関すること。

（１） 法第６条第１項に規定する空家等対策計画（以下
「計画」という。）の作成及び変更に関すること。

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略）

（任期） （任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。 第４条 委員の任期は、委嘱した日から２年とする。

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 委員は、任期満了後も後任者が委嘱されるまでは、その職
務を行う。

５ （略） ４ （略）

新旧対照表

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条及び第２条の改正は、空家等対策の推進に関する特別措
置法の一部を改正する法律（令和５年法律第５０号）の施行の日から施行する。



法改正に伴う現時点での市の対応方針（案）

項 目 内 容 関係条項 実施有無 理 由

空家等活用促進区域 市が空家等対策計画において
空家等活用促進区域及び空家
等活用指針を定めることで、
同区域内で建築基準法の接道
規制や用途規制の合理化等を
行うことができる。

第7条
第16条～第18条

×

空家等は、市内全域に
分布しており、現時点
で区域を指定した空家
等対策は考えていない。

空家等管理活用支援法
人の指定

市が特定非営利活動法人や一
般社団法人等で法第24条の業
務を適正かつ確実に行うこと
ができるものを空家等管理活
用支援法人として指定できる。
同支援法人が行うことができ
る業務は、所有者等への普及
啓発、相談対応など。

第23条～第28条

×

空家等管理活用支援法
人ができる法定業務に
ついて、現時点で支援
法人を利用しなければ
ならないほど、市民対
応等に切迫していない。

１ 空家等の活用拡大

※関係条項：法の関係条項
※実施有無 〇：実施する ×：実施しない

４



法改正に伴う現時点での市の対応方針（案）

項 目 内 容 関係条項 実施有無 理 由

管理不全空家等に対
する措置

管理不全空家等の所有者等に対
して、指導・勧告ができる。
勧告を受けた管理不全空家等の
敷地は、固定資産税等の住宅用
地特例が適用されない。

第13条

〇

放置すれば特定空家等
になるおそれのある空
家等も存在しており、
法に基づく対応を検討
する。

空家等の所有者等の
把握の円滑化

空家等に工作物を設置している
者に対して、空家等の所有者等
の把握に関し必要な情報の請求
ができる。
例）電気メーターやガスメー
ターの設置者である電力会社や
ガス会社

第10条第3項

〇

登記簿、固定資産税の
課税情報や戸籍・住民
票情報等を調査しても
なお、所有者等が不明
な場合等、必要に応じ
て対応する。

２ 空家等の管理の確保

※関係条項：法の関係条項
※実施有無 〇：実施する ×：実施しない

５



法改正に伴う現時点での市の対応方針（案）

項 目 内 容 関係条項 実施有無 理 由

特定空家等の状態の
把握（特定空家等所
有者に対する報告徴
収権）

市が特定空家等に対する助言・
指導、勧告、命令をするにあた
り、必要な限度において、所有
者等の意向等を把握できるよう
に特定空家等の所有者等に対し、
報告徴収できる。

第9条第2項
第30条第2項

〇

対応すべき空家等があ
れば、国の基本指針、
ガイドライン等に基づ
き、運用する。

行政代執行の円滑化
（緊急代執行）

災害その他非常の場合において、
保安上著しく危険な状態にある
等で勧告された特定空家等につ
いては、命令等の一部の手続を
経ずに市長が代執行ができる。

第22条第11項

〇

対応すべき空家等があ
れば、国の基本指針、
ガイドライン等に基づ
き、運用する。

財産管理制度 市が裁判所に対して財産管理人
の選任請求できる

第14条

〇

対応すべき空家等があ
れば、国の基本指針、
ガイドライン等に基づ
き、運用する。

３ 特定空家等の除却等

※関係条項：法の関係条項
※実施有無 〇：実施する ×：実施しない

６



今後の協議会での協議事項について（案）

■管理不全空家等の運用について

管理不全空家等の判定基準や認定、措置などの運用について協議

■木津川市空家等及び空住戸等の適切な管理に関する条例の一部改
正について

法改正を踏まえ、所有者の責務強化や空住戸等への適用等、条例改正について協議

■第２次木津川市空家等対策計画の改訂について

法及び条例等の改正内容を踏まえ、第２次木津川市空家等対策計画の改訂について協議

等

７


